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西宮市長  石 井  登志郎  様 
 
 
                                            西宮市特別職報酬等審議会 
                                            会 長  宮 田  由紀夫 
 
 

特別職の報酬等の額について（答申） 
 
令和５年１０月１１日付西人発第３６号で諮問のあった標記の件について、

当審議会は慎重に審議を行った結果、次のとおり結論を得たので、ここに答申

する。 
 

記 
 
１ 結論 

西宮市議会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額

については、それぞれ現行の額に据え置くことが適当である。 
 
 
２ 結論に至った経緯 

議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額は平成２１年８月１日、

市長及び副市長の退職手当の額は令和元年９月１日に現行の額に改定され、

現在に至っている。本審議会においては、全国の特別職の報酬等の状況や現

下の社会経済情勢等、以下の点を参考に審議を行った。 
 

① 本市一般職の給与については、前回の答申以降改定が無く、平成２１年

８月以降の給与改定累率は「１．３４％」と低率であること。 
 
② 令和４年４月２日から令和５年４月１日までの期間において、本市を除



く人口４０万人以上の団体４４市及び県内の主要団体１０市においては、

市議会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額につ

いて改定がなかったこと。 
人口４０万人以上の団体を対象とした人口規模と報酬額等との相対比較

においても、本市特別職の報酬等の水準は、昨年度同様、これらの団体と

概ね均衡が保たれていると考えられること。 
 
③ 本市の財政状況について、令和４年度の一般会計における実質収支は黒

字となったが、財政基金を２１億円取り崩して黒字を確保していること。

歳入では、市税収入は過去最高となったが、それ以上に地方交付税と臨時

財政対策債を合わせた実質的な交付税が減額となったこと。歳出では、扶

助費や物件費などの経常経費の増などで必要一般財源が大幅に増となった

こと。財政指標のうち、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は「96.6％」

と前年度より悪化し、他の中核市と比較しても依然として高い比率となっ

ていることから、財政状況は硬直した状態であること。 

今後は、扶助費などの社会保障関係経費の伸びに加え、投資的経費にお

いても老朽化が進んでいる公共施設の改修や更新に要する費用が増大する

ものと見込まれること。投資的経費の増大により、これまで減少傾向で推

移してきた公債費は今後ほぼ横ばいで推移すると見込んでおり、市債残高

についても、今後は増加傾向で推移すると考えられること。市税や交付税

を含めて、一般財源確保が困難になることも想定されるため、引き続き厳

しい財政運営を強いられることになると予測されること。 

 
④ 全国の経済指標について、令和４年平均の消費者物価指数は、前年から

２．３ポイント上昇して「１０２．１」であったこと。令和４年平均の全

国の完全失業率は、前年から０．２ポイント改善して「２．６％」であっ

たこと。また、令和４年平均の全国の有効求人倍率は、前年から０．１５

ポイント改善して「１．２８倍」であったこと。 
 

  これらを踏まえて慎重に審議を行った結果、全国の特別職の報酬等の状況

や社会経済情勢等については、昨年度から大きな変化は見られないことか

ら、本市特別職の報酬等の額については、全員一致で現行額に据え置くこと

が適当であるとの結論に達したものである。 
 

                       以 上  



（参考）現行の特別職報酬等の額 
 

 給料又は報酬の額 退職手当の額 

市   長 １，２０６，０００ 円 ２４，８９１，８４０円 

副  市  長 ９７４，０００ 円 １３，０９０，５６０円 

議   長 ８２７，０００ 円 ― 

副  議  長 ７４８，０００ 円 ― 

議   員 ６８７，０００ 円 ― 

 


